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学
生
寄
稿

連
邦
最
高
裁
人
事
か
ら
見
え
る
ト
ラ
ン
プ
政
権

序
両岡二

O
二
ハ
年

一
月
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
統
領

選
挙
、
大
方
の
予
想
を
覆
す
形
で
共
和
党
の
ド
ナ
ル
ド
・

ト
ラ
ン
プ
候
補
（
以
下
、
単
に
名
前
で
表
記
す
る
）
が

民
主
党
の
ヒ
ラ
リ

l
・
ク
リ
ン
ト
ン
を
破
っ
て
当
選
し
、

世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
。
過
激
な
言
動
や
公
職
経
験
の

な
さ
か
ら
泡
沫
候
補
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ト
ラ
ン
プ
は
、

当
選
後
も
異
端
の
大
統
領
と
多
く
の
人
が
見
な
し
て
お

り
、
彼
の
当
選
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
興
隆
や
民
主
主
義

の
危
機
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
本
誌
の
待
鳥

先
生
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
後
者
の
見
方
に
対

し
て
ご
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
ト
ラ
ン

プ
が
異
端
の
大
統
領
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
共
和
党

の
政
党
政
治
家
と
し
て
の
大
統
領
と
い
う
姿
も
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
手
掛
か
り
と
す

る
の
は
ト
ラ
ン
プ
に
よ
る
連
邦
最
高
裁
判
事
（
以
下
最

高
裁
）
の
人
事
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
は
就
任
後
間
も
な

い
二

O
一
七
年

一
月
一一二

日
に
第

一
O
連
邦
控
訴
審
判

事
の
ニ

l
ル
・
ゴ

l
サ
ッ
チ
判
事
を
急
逝
し
た
ア
ン
ト

ニ
ン
・
ス
カ
リ
ア
判
事
の
後
任
と
し
て
指
名
し
、

上
院

で
の
公
聴
会
と
民
主
党
に
よ
る
フ
イ
リ
パ
ス
タ

l
騒
動

を
経
て
、
四
月
七
日
に
指
名
は
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
人

事
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
政
治
学

や
判
事
の
経
歴
を
参
照
し
て
考
察
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁

ま
ず
本
節
で
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
を
取
り
巻
く
制
度

や
そ
の
政
治
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て

一
般
的
な
情
報
を

述
べ
て
お
き
た
い
。
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
は
合
衆
国
憲

法
と
連
邦
法
に
関
わ
る
事
件
お
よ
び
当
事
者
の
所
属
す

る
州
が
異
な
る
事
件
を
取
り
扱
い
、
連
邦
の
活
動
量
が

増
加
し
た
二

O
世
紀
後
半
以
降
そ
の
役
割
は
飛
躍
的
に

高
ま
っ
て
い
る
。
（寺
尾
二

O
二
二
）
判
事
は
九
人
か
ら

構
成
さ
れ
、
任
期
は
終
身
で
あ
り
、
死
亡
か
自
発
的
な

引
退
の
場
合
の
み
判
事
の
交
替
が
生
じ
る
。
欠
員
が
生

じ
た
場
合
に
は
大
統
領
が
候
補
者
を
指
名
し
、
上
院
に

よ
る
公
聴
会
を
経
て
、
指
名
承
認
を
受
け
る
こ
と
で
判

事
と
な
る
。
ー
近
年
の
分
極
化
を
背
景
に
こ
の
指
名
承
認

を
得
る
こ
と
が
高
い
ハ
ー
ド
ル
と
な
り
、

実
際
に
ス
カ

リ
ア
判
事
の
後
継
と
し
て
、
オ
バ
マ
は
連
邦
控
訴
審
判

事
の
メ
リ
ッ
ク
・
ガ

l
ラ
ン
ド
を
指
名
し
た
も
の
の
承

認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
判
事

の
人
事
を
巡
っ
て
大
き
な
論
争
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
自

体
が
最
高
裁
の
持
つ
政
治
的
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
し
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て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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最
高
裁
の
政
治
的
影
響
力
の
源
泉
は
価
値
観
の
大
き

く
異
な
る
人
々
か
ら
社
会
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
求
め
ら
れ
る
。
2

特
に
長
年
最
高
裁
を
巻
き
込
ん
で
社

会
で
議
論
と
な
っ
て
き
た
問
題
が
人
工
妊
娠
中
絶
で
あ

る
。
中
絶
反
対
の
フ
ロ
ラ
イ
フ
を
掲
げ
る
保
守
派
と
女

性
の
権
利
と
し
て
中
絶
を
認
め
る
プ
ロ
チ
ョ
イ
ス
の
リ

ベ
ラ
ル
派
の
間
で
こ
の
問
題
は
激
し
く
争
わ
れ
、

一
九

七
三
年
の
問
。
。
〈
・
君
主
。

事
件
で
認
め
ら
れ
た
人
工
妊

娠
中
絶
の
権
利
を
覆
す
こ
と
は
長
く
保
守
派
の
悲
願
で

あ
る
。
保
守
派
に
と
っ
て
は
、
そ
の
政
治
的
選
好
を
反

映
し
た
司
法
哲
学
を
持
つ
判
事
を
指
名
で
き
る
共
和
党

が
大
統
領
選
挙
で
勝
つ
こ
と
と
同
等
に
、
大
統
領
の
指

名
し
た
判
事
が
本
当
に
保
守
的
判
決
を
下
す
か
選
別
す

る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
判
事
に
任
命
さ
れ

た
の
ち
、
指
名
し
た
大
統
領
の
意
図
と
異
な
る
判
決
を

下
す
判
事
が
こ
れ
ま
で

一
定
数
存
在
し
て
お
り
、
古
い

例
で
は
共
和
党
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
指
名
し
た
ア
ー

ル
・
ウ
オ

l
レ
ン
主
席
判
事
（
在
職

一
九
五
三

六
九

年
）
は
歴
史
上
屈
指
の
リ
ベ
ラ
ル
な
判
決
を
下
し
た
と

し
て
知
ら
れ
、

ケ
ネ
デ
ィ

l
判
事
（
在
職

一
九
八
八
年

1

連
邦
控
訴
審
判
事
に
つ
い
て
も
同
様
の
任
用
プ
ロ
セ
ス
、
身
分
保
障
が
存
在
す
る

2

日
米
の
違
憲
審
査
制
の
運
用
の
さ
れ
方
と
そ
の
政
治
的
影
響
力
の
分
析
と
し
て
（
見
平

N
E∞）



在
任
中
）

や
ス

l
タ

l
判
事

（
在
職

一
九
九

O

二

O

O
九
年
）

は
共
和
党
大
統
領
に
指
名
さ
れ
保
守
派
に
期

待
さ
れ
な
が
ら
も
、

中
道
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
寄
り
の
判
決

を
下
し
続
け
、
裏
切
り
者
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
も
多

し、

（
ト
ゥ

l
ビ
ン

二

O
一
三）

こ
の
よ
う
な
「
失
敗
」

を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
が
保
守
派
政
治
家
の
目
標
で
あ

λ
u
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
今
回
指
名
さ
れ
た
ニ

l
ル
・

ゴ

l
サ
ッ
チ
判
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ゴ
Iサ
ッ
チ
判
事
指
名
の
経
緯

ゴ
1
サ
ッ
チ
判
事
は
現
在
四
九
歳
で
あ
り
、

ド
ロ

1
ス
ク
ー
ル
卒
後
、

＼

ay＼
 

ノ
1
1
ノ

1

バ
イ
ロ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
、

ン
ソ
ニ

1
・
ケ
ネ
デ
ィ
の
両
最
高
裁
判
事
の
も
と
で
ロ

1

二

O
O六
年
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ

ク
ラ
1
ク
を
務
め
、

て
第

一
O
連
邦
控
訴
審
判
事
に
指
名
さ
れ
た
。

名
に
至

っ
た
経
緯
を
振
り
返
る
。

そ
の
指
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ト
ラ
ン
プ
は
予
備
選
の
最
中
で
あ
っ
た
二

O
O
六
年

三
月
ご
ろ
か
ら
、
同
年
二
月
に
急
死
し
た
ス
カ
リ
ア
判

事
の
後
継
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
、
共
和
党
か
ら
の
公

認
を
事
実
上
確
定
さ
せ
た
五
月
に
は

一一

人
の
名
前
の

載
っ
た
判
事
候
補
者
リ
ス
ト
第

一
版
を
公
表
し
た
。
党

大
会
を
経
た
九
月
に
は
リ
ス
ト
を
更
新
し
五
月
の

一

名
に
加
え
て
合
計
二

一
名
の
候
補
が
メ
デ
ィ
ア
に
公
表

さ
れ
て
い
る
。
3

な
お
ゴ

l
サ
ッ
チ
判
事
は
第
二
版
で

新
た
に
加
え
ら
れ
た
候
補
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
当
選
の

こ
の
リ
ス
ト
の
中
か
ら

「
書
類
審
査
」

を
突
破

の
ち
、

二

O
一
七
年

一
月
前
後
に
ト
ラ
ン
プ
と

し
た
候
補
が
、

の
面
接
を
受
け
、
最
終
的
に
は

一
月
二
二

日
に
ゴ

l
サ
ッ

チ
判
事
の
最
高
裁
判
事
指
名
が
公
表
さ
れ
た
。
4

ゴ
l
サ
ッ

チ
判
事
は
事
前
の
メ
デ
ィ
ア
の
予
測
で
は

一
番
手
に
挙

一
連
邦
控

訴
審
判
事
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
ラ
イ
ヤ

l
判
事
が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
句。－
E

g
誌
が
有
力
候
補
八

が
る
候
補
で
は
な
く
、

最
有
力
候
補
は
第

一

名
を
取
り
上
げ
た
記
事
で
は
、

ゴ

l
サ
ッ
チ
判
事
は
五

番
目
と
な
っ
て
い
る

一
方
、
筆
頭
候
補
と
し
て
プ
ラ
イ

ア

5

な
ぜ
ゴ
！
サ
ッ
チ
判

事
が
下
馬
評
を
覆
す
形
で
最
高
裁
判
事
指
名
を
勝
ち
得

た
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ず
、

ヤ
1
判
事
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

選
挙
期
間

中
に
公
表
さ
れ
た
候
補
者
リ
ス
ト
の
構
成
と
そ
の
形
成

過
程
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
た
い
。

九
月
の
第
二
版
の
リ
ス
ト
で
目
に
つ
く
の
は
、

候
補

者
に
占
め
る
現
職
判
事
の
多
さ
で
あ
る
。
二
一

名
の
う

一
人
が
連
邦
控
訴
審
お
よ
び
地
区
裁
判
所
の
判
事

唯

一
ユ
タ
州
選

ちで
あ
り
、

九
人
が
州
の
最
高
裁
判
事
、

出
の
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
系
上
院
議
員
マ
イ
ク
・
リ
ー

だ
け
が
判
事
経
験
の
な
い
候
補
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た

可
。
ロ
片
付
。
誌
の
記
事
中
で
有
力
候
補
と
し
て
挙
、
げ
ら
れ
た

八
人
の
う
ち
七
人
は
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
指
名
さ
れ

一
O

年
以
上
連
邦
控
訴
審
に
在
籍
す
る
判
事
で
あ
る
。

法
曹

二
元
制
を
採
る
ア
メ
リ
カ
で
は
最
高
裁
判
事
が
連

邦
控
訴
審
判
事
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

な
お

近
く
は
オ
バ
マ

に
指
名
さ
れ
二

O
一
O
年
に
最
高
裁
判
事
と
な
っ
た
エ

レ
l
ナ
・
ケ

l
ガ
ン
は
長
く
ハ
ー
バ
ー
ド
大
教
授
を
務

め
た
人
物
で
判
事
経
験
の
な
い
ま
ま
最
高
裁
入
り
し
た
。

こ
こ
で
ト
ラ
ン
プ
が
経
験
豊
富
な
連
邦
判
事
を
候
補

に
並
べ
た
リ
ス
ト
を
公
表
し
た
こ
と
は
、
確
実
に
保
守

的
な
判
決
を
下
す
こ
と
が
予
想
で
き
る
判
事
を
最
高
裁

に
送
り
込
む
と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、

こ
れ

は
、
ブ
ッ
シ
ュ
後
の
共
和
党
大
統
領
と
し
て
共
和
党
の
伝

統
的
政
治
家
が
期
待
し
て
い
た
行
動
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
行
動
か
ら
は
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
を

批
判
す
る
既
存
政
治
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
ト

ラ
ン
プ
像
は
見
え
な
い
。

も
う

一
点
注
目
す
べ
き
は
こ
の
候
補
者
リ
ス
ト
の
作

成
過
程
で
あ
る
。
脚
注
四
の
記
事
は
、

こ
の
候
補
者
リ

ス
ト
、
が
『
え

2
色
白
件
∞
。
。
芯
々

（『∞）

や
ヘ
リ
テ

l
ジ

財
団
の
関
係
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
司
切
と
は

一
九
八

0
年
代
に
形
成
さ
れ
た
保
守

3
E
p
c
E七
回
g
Z
5
0
5
旬。汁
g
t巳
∞
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円
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目
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m
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h
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N
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宮
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等
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F
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君
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HdEHHH否
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昨
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。
可
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系
の
法
曹
団
体
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
〉
回
〉
）

と
比
較
し
て
会
員
数
な
ど
は
少
な
い
も
の
の
、

保
守
系

の
法
曹
の
人
脈
を
築
き
、

二

0
0
0年
代
に
入
っ
て
強

力
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。

二
月
に

亡
く
な
っ
た
ス
カ
リ
ア
判
事
が
創
成
期
に
関
わ
り
、

最
高
裁
首
席
判
事
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ

l
ツ

O
五
年
）
や
同
時
期
に
最
高
裁
判
事
に
任
命
さ
れ
た

（
在
職
二
O

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ア
リ

l
ト
も
司
切
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
は
句
切
の
推
薦
に
基
づ
い
て
連
邦
下

級
審
判
事
の
指
名
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

ヘ
リ
テ
1
ジ
財
団
は

一
九
七

（
岡
山
二
O
O九）

年
に
設
立
さ
れ
た
保
守
系
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
り
、

レ
ー
ガ
ン
政
権
以
降
の
共
和
党
政
権
を
ア
イ
デ
ィ
ア

る
が
、

閣
僚
等
の
人
事
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
の
政
権

と
明
ら
か
な
傾
向
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
り
な
が
ら
予
備
選
挙
中
の

二

O
一
六
年
三
月

の
時
点
か
ら
最
高
裁
判
事
の
選
定
の
た
め
に
町
∞
と
へ

現

リ
テ

l
ジ
財
団
が
加
わ
り
、
結
果
と
し
て
選
択
さ
れ
た

候
補
者
も
『
∞
に
つ
な
が
り
の
深
い
ゴ

l
サ
ッ
チ
判
事

で
あ
っ
た
7

と
い
う
点
は
明
ら
か
に
他
の
政
策
分
野
に

関
す
る
こ
れ
ま
で
の
発
言
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

最
高
裁
人
事
か
ら
見
え
る
ト
ラ
ン
プ
政
権
像

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
た
最
高
裁
人
事
に
お

人
材
双
方
で
支
え
た
団
体
で
あ
る
。
歴
代
の
共
和
党
政
法
と
異
な
る
、
伝
統
的
な
共
和
党
の
大
統
領
の
手
法
が

い
て
、

ト
ラ
ン
プ
が
他
の
政
策
分
野
で
取
っ
て
き
た
手

権
が
ヘ
リ
テ

l
ジ
財
団
を
は
じ
め
と
し
た
保
守
系
シ
ン

ク
タ
ン
ク
に
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
明
白
だ
っ
た

方
で
、

ト
ラ
ン
プ
は
経
済
政
策
の
違
い
な
ど
か
ら
選
挙

期
間
中
か
ら
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
距
離
を
置
き
、

保
守
系

シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
関
係
者
も
ト
ラ
ン
プ
を
批
判
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
0

6

当
選
を
決
め
た
の
ち
ヘ
リ
テ

l
ジ
財

団
と
の
接
近
が
報
道
さ
れ
、

関
係
者
が
政
権
移
行
チ

l

ム
に
登
用
さ
れ
る
な
ど
関
係
性
に
変
化
が
み
ら
れ
て
い

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
な
言
動
に
よ
り
、

こ

う

し

た

層

か

ら

引

の
支
持
を
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い

公共空間

た
大
統
領
選
挙
中
に
、

き
わ
め
て
保
守
的
と
み
ら
れ
る

現
役
判
事
の
み
で
固
め
た
判
事
候
補
の
リ
ス
ト
を
公
表

し
た
こ
と
は
、

こ
う
し
た
層
を
本
選
挙
で
取
り
込
み
た

い
と
す
る
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
二
O
二一
年

の
選
挙
時
に
共
和
党
が
獲
得
し
た
票
を
ト
ラ
ン
プ
が
ほ

と
ん
ど
取
り
こ
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
結
果
は
こ
の
メ
ツ

セ
l
ジ
が
有
効
に
作
用
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

第
二
に
指
摘
す
る
べ
き
点
と
し
て
は
、

現
代
の
ア
メ

リ
カ
大
統
領
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
改
革
を

訴
え
た
オ
バ
マ
が
最
終
的
に
行
き
詰
ま
っ
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
大
統
領
は
そ
の
象
徴
性
か
ら
く
る
人
々
の
期

一
に
こ
う
し
た
手
法
が
選
択
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、

用
い
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
を
最
後
に
考
察
し
た
い
。
第
待
と
憲
法
的
制
度
的
な
能
力
の
限
界
の
間
で
悩
ま
さ
れ

る
と
い
う

和
党
支
持
者
に
と
っ
て
の
最
高
裁
判
事
指
名
の
重
要
度

共
和
党
の
支
持
層
で
あ
る
宗
教
右
派

と
呼
ば
れ
る
層
を
含
め
、
妊
娠
中
絶
を
筆
頭

と
す
る
価
値
的
問
題
に
高
い
関
心
を
持
ち
、
最
高
裁
判

の
高
さ
が
あ
る
。

（福
音
派
）

事
指
名
の
動
向
を
注
視
す
る
層
は
日
本
で
は
想
像
で
き

な
い
ほ
ど
大
き
く
、
政
治
運
動
も
非
常
に
活
発
で
あ
る
。
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「
現
代
大
統
領
制
の
ジ
レ
ン
マ
」

を
常
に
抱

え
て
い
る
。

（
待
烏
二
O
二
ハ）

ト
ラ
ン
プ
が
そ
の
セ
ン

セ
l
シ
ョ
ナ
ル
な
言
動
を
行
う
改
革
分
野
は
立
法
権

司
法
権
に
よ
る
制
約
を
強
く
受
け
る
分
野
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る

一
方
、
最
高
裁
判
事
の
指
名
に
つ
い
て
は
憲
法

上
で
大
統
領
の
権
限
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
自
身
の
選
好
を
実
現
さ
せ
る
上
で
の
制
約
は

つ
ま
り
大
統
領
の
権
限
が
弱
い
領
域
に
お
い

少
な
い
。

て
は
異
端
の
大
統
領
と
し
て
の
言
動
を
重
ね
て
い
る

一

そ
れ
が
強
い
領
域
で
は
伝
統
的
な
共
和
党
の
大
統

方、領
像
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
ト
ラ



ン
プ
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
と
し
て
な
に
を
し

ト
ラ
ン
プ
政
権
下
で
ア
メ
リ

た
い
の
か
、

で
は
な
く
、

カ
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
実
行
す
る
の
か
と
い
う
視
点

で
見
た
と
き
、
最
高
裁
人
事
で
見
せ
た
側
面
は
決
し
て

無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
下
で
公
表
さ
れ
た
最
高
裁
判

事
の
指
名
案
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
共
和
党

の
大
統
領
と
し
て
振
る
舞
う
ト
ラ
ン
プ
像
が
描
け
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
政
界
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の

側
面
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
ば
か
り
が
独
り
歩

ア
メ
リ
カ
政
治
の
混
乱
を
叫
ぶ
言
説
は
多
い
。

き
し
、

今
の
ア
メ
リ
カ
政
治
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ト
ラ
ン
プ
個
人
や
そ
れ
を
生

ん
だ

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

の
力
だ
け
が
こ
の
混
乱
を
生
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ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

ア
メ
リ
カ
の
統
治
構
造
に
起

因
す
る
、

よ
り
根
源
的
な
部
分
か
ら
こ
の
混
乱
が
生
じ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
本
稿
の
出
発
点

ト
ラ
ン
プ
が
共
和
党
の
大
統
領
、
異
端
の
大

で
あ
る
。

統
領
と
い
う
側
面
を
戦
略
的
に
使
い
分
け
て
い
る
姿
は
、

今
の
ア
メ
リ
カ
政
治
で
本
当
に
改
革
さ
れ
る
べ
き
部
分

が
ど
こ
な
の
か
示
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
を
一不
す
こ
と
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
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シ
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。

ま
た
本
大
学
院
で
の
講
義
中
の
議
論
か
ら
も
多
く
の
も

の
を
得
て
本
稿
を
執
筆
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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